
 

 
 

 

 

 

 

 

平成 27 年度の「均等・両立推進企業表彰」は 

太 平 洋 工 業 株 式 会 社 
～表彰式を１１月２０日（金）「はつらつ職場づくりセミナー」にて実施～ 

 

岐阜労働局（局長 本間 之輝）は、平成 27 年度「均等・両立推進企業表彰」の岐阜労

働局長奨励賞ファミリー・フレンドリー企業部門として、太平洋工業株式会社を表彰します。 
表彰式は、「はつらつ職場づくりセミナー」において行います。 

 この表彰は、厚生労働省が「女性労働者の能力発揮を推進するための積極的な取組（ポ

ジティブ・アクション）」や「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の模

範となるような企業を表彰する制度です。 
 
【表彰式】 
 日 時 ： 平成 27 年 11 月 20 日（金） 14 時～16 時 
 会 場 ： 各務原市総合福祉会館 集会室 

        各務原市那加桜町２丁目１６３ 
 ※ 当日の取材についてよろしくお願いいたします。 

取材いただける場合は、前日までに雇用均等室あて御連絡をお願いいたします。 
 
【添付資料】  別紙１ 受賞企業の取組状況 
         別紙２ はつらつ職場づくりセミナーちらし 

別紙３ 「均等・両立推進企業表彰」実施要領 
別紙４ 均等・両立推進企業表彰基準【抜粋】 
別紙５ 岐阜県内の表彰受賞企業一覧 
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太平洋工業株式会社の主な表彰理由 
 
・ 男性労働者が、７ か月の育児休業を取得 

・ 人事部担当者が育児休業前、休業中、復帰前、復帰直後まで継続的

にフォローを実施 

・ ＷＬ Ｂ 宣言等を実施し、社員の意識高揚を図っていること 



平成２７年「均等・両立推進企業表彰」

ファミリー・フレンドリー企業部門 岐阜労働局長奨励賞

太平洋工業株式会社
代 表 者：代表取締役社長 小川 信也

所 在 地：大垣市久徳町１００番地

業 種：製造業

従業員数：１,８１０名(うち女性１９３名)

１ 会社の方針

社員が夢や希望を抱き、やりがいのある仕事と充実した私生活のバランスを取りながら、

持っている能力を最大限に発揮できることを目標にワーク・ライフ・バランスを推進す

る。

２ 育児休業

（１） 制 度 子が２歳になるまで回数制限なしで取得可

配偶者に収入がない場合は

会社から最大１か月間育児休業手当金として一部補助

（２） 利用状況 過去３年間 女性２３名（取得率１００％）

男性 １名（取得期間７か月）

３ 介護休業

（１） 制 度 休業開始日から２年間取得可

（２） 利用状況 過去３年間 男性２名取得

４ 勤務時間短縮等の措置

（１） 育児のための制度

① 短時間勤務制度（平成２７年度からは条件つきで子が小学校４年生まで）

過去３年間にのべ４３名が取得

② 時差出勤（子が小学校就学前まで） 過去３年間に１名取得

③ 所定外労働の免除（子が小学校就学前まで）

（２） 介護のための制度

① 短時間勤務制度（通算２年間）

② 時差出勤（通算２年間） 過去３年間に３名取得

③ 所定労働時間の免除（通算２年間）

５ その他の制度

① 人事部担当者が休業前、休業中、復帰前、復帰直後まで継続的にフォローを行って

いる。復帰直前には、人事部、所属の上司と育児休業取得者が復帰後に向けて面談を

行っている。

６ 社内環境整備

① 毎年、１１月２３日を「ＷＬＢの日」、前後１週間を「ＷＬＢ週間」と定め、

ＷＬＢ宣言等を実施し、社員の意識高揚を図っている。

② 管理監督職に対する研修等の際に両立支援について正しく理解するための教育を行

っている。
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「均等・両立推進企業表彰」実施要領 
１ 趣旨・目的 

我が国では、男女ともにそれぞれの職業生活の全期間を通じて持てる能力を発揮できる職

場環境を整備することが求められている。このためには、企業が「女性労働者の能力発揮を

促進するための積極的な取組」及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」のそれ

ぞれについて、その相乗効果を生かしつつ、推進することが必要である。 
このため、「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」又は「仕事と育児・介

護との両立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業を

表彰し、これを広く国民に周知することにより、上記のような職場環境の整備の促進に資す

る。 
 
２ 表彰の種類 
（１）均等・両立推進企業表彰 

厚生労働大臣最優良賞 
（２）均等推進企業部門 
    厚生労働大臣優良賞 
    都道府県労働局長優良賞 
    都道府県労働局長奨励賞 
（３）ファミリー・フレンドリー企業部門 
    厚生労働大臣優良賞 
    都道府県労働局長優良賞 
    都道府県労働局長奨励賞 
 
３ 表彰の対象 

（１）均等・両立推進企業表彰 
厚生労働大臣最優良賞 

男女ともにそれぞれの職業生活の全期間を通じて持てる能力を発揮できる職場環境を

整備する企業として、特に他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が顕著である企

業 
（２）均等推進企業部門 

   ア 厚生労働大臣優良賞 
 女性の能力発揮を促進するために、他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が認

められる企業 
   イ 都道府県労働局長優良賞 
     地域において、女性の能力発揮を促進するために、他の模範ともいうべき取組を推進し

ている企業 
   ウ 都道府県労働局長奨励賞 

地域において、女性の能力発揮を促進するための取組を推進していると認められる企業 

別紙３ 
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（３）ファミリー・フレンドリー企業部門 
ア 厚生労働大臣優良賞 

     仕事と育児・介護が両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が

選択できるような他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が認められる企業 
イ 都道府県労働局長優良賞 

     地域において、仕事と育児・介護が両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働

き方を労働者が選択できるような他の模範ともいうべき取組を推進している企業 
ウ 都道府県労働局長奨励賞 

     地域において、仕事と育児・介護が両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働

き方を労働者が選択できるような取組を推進していると認められる企業 
 
４ 募集及び応募 
 （１）募集は年１回、公募により行うものとし、対象は、別紙１「均等・両立推進企業表彰基準」

（以下「表彰基準」という。）を満たす企業とする。 
 （２）ファクシミリ又は郵送にて送付された応募用紙は、各都道府県労働局雇用均等室において

受け付ける。なお、応募は電子申請でも受け付ける。 
 
５ 選考及び決定の方法 

（１）応募書類の審査を行った後、都道府県労働局雇用均等室が、取組内容等の詳細についての

ヒアリングを実施する。 
（２）都道府県労働局長は、ヒアリング結果を基に、表彰基準を満たす企業の中から、都道府県

労働局長賞の受賞企業及び厚生労働大臣賞の候補企業を決定し、厚生労働大臣に対し、厚生

労働大臣賞候補企業の推薦を行う。 
（３）厚生労働大臣は、推薦された企業の中から、厚生労働大臣最優良賞及び厚生労働大臣優良

賞の受賞企業を決定する。 
 

６ その他 
（１）実施要領、表彰基準及び応募用紙は厚生労働省ホームページに掲載する。 
（２）選考結果は、都道府県労働局雇用均等室が応募企業に通知する。 
（３）受賞企業には、毎年１０月に表彰状の授与等を行う。 



 

均等・両立推進企業表彰基準【抜粋】 

 

１．厚生労働大臣最優良賞 (略) 

２．均等推進企業部門 

（１）厚生労働大臣優良賞 (略) 

（２）都道府県労働局長優良賞 (略) 

（３）都道府県労働局長奨励賞 (略) 

３．ファミリー・フレンドリー企業部門 

（１）厚生労働大臣優良賞 (略) 

（２）都道府県労働局長優良賞 (略) 

（３）都道府県労働局長奨励賞 

① 両立指標の評価結果が、分野１、２、及び４がおおむね２０％以上、かつ分野３又は５が

おおむね２０％以上であること。 

② 両立指標の点数が、労働者数３０１人以上の企業については２１５点以上、労働者数３０

０人以下の企業については２００点以上であること。 

 ③ 以下アからオまでの措置のすべてを実施しているものであること。 

    ア 休業の期間や回数等について、育児・介護休業法を上回る育児休業制度が導入されてい

ること。 

    イ 休業の期間や回数等について、育児・介護休業法を上回る介護休業制度が導入されてい

ること。 

    ウ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる所定労働時間の短縮

措置等が導入されていること。 

    エ 企業として両立支援に取り組む方針を明確にしていること 

    オ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けていること、または認定を目指している

こと。 

④ 過去３年間において、男性労働者の育児休業取得の実績があること。 

⑤ 過去３年間において、在籍中出産した女性労働者の８０％以上が育児休業を取得しているこ

と。 

⑥ 法定時間外労働が、企業全体で平均して労働者一人当たり年１５０時間未満である  こと

又は年次有給休暇の取得率が、企業全体で平均して５０％以上であること。 

⑦ 仕事と家庭を両立して、働き続けやすい企業風土があること。 

⑧ その他、他の企業の模範となるような両立支援のための制度や雇用管理が行われて  お

り、かつ本表彰の趣旨にふさわしくない雇用管理が行われていないこと。 

⑨ 応募時点において、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の義務規定違反がないこと。 

⑩ 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会通念上、

表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。 

⑪ 過去にファミリー・フレンドリー企業部門の都道府県労働局長奨励賞を受賞していないこ

と。 
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年度 企業名 所在地 業種

平成１１年度 未来工業（株） 安八郡輪之内町 製造業 労働大臣努力賞

平成１２年度 （株）十六銀行 岐阜市 金融・保険業 岐阜労働局長賞

平成１３年度 （株）文溪堂 羽島市 情報通信業 岐阜労働局長賞

平成１４年度 （株）パールマネキン 瑞穂市 サービス業 岐阜労働局長賞

（株）大垣共立銀行 大垣市 金融・保険業 岐阜労働局長優良賞

（株）ソフィア総合研究所 大垣市 情報通信業 岐阜労働局長優良賞

東海東洋ワーク（株） 岐阜市 サービス業 岐阜労働局長優良賞

平成１６年度 なし

平成１７年度 岐阜信用金庫 岐阜市 金融・保険業 岐阜労働局長優良賞

平成１８年度 なし
平成１９年度 なし

平成２０年度 岐阜日石(株) 岐阜市 小売業 岐阜労働局長奨励賞

平成２１年度 なし
平成２２年度 なし
平成２３年度 なし
平成２４年度 なし

イビデン（株） 大垣市 製造業 岐阜労働局長優良賞

西濃信用金庫 瑞穂市 金融・保険業 岐阜労働局長優良賞

平成２６年度 なし
平成２７年度 なし

年度 企業名 所在地 業種

平成１１年度 （株）大垣共立銀行 大垣市 金融・保険業 岐阜女性少年室長賞

平成１２年度 岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐阜市 医療保健業 岐阜労働局長賞

平成１３年度 未来工業（株） 安八郡輪之内町 製造業 岐阜労働局長賞

平成１４年度 タカケンサンシャイン（株） 大垣市 クリーニング業 岐阜労働局長賞

平成１５年度 なし

平成１６年度 (医)岐阜勤労者医療協会 岐阜市 医療業 岐阜労働局長賞

平成１７年度 なし

平成１８年度 生活協同組合コープぎふ 各務原市 小売業 岐阜労働局長賞

平成１９年度 なし
平成２０年度 なし

平成２１年度 (医)清澄会〔不破ノ関病院〕 不破郡垂井町 医療・福祉業 岐阜労働局長奨励賞

平成２２年度 なし
平成２３年度 なし
平成２４年度 なし

平成２５年度 イビデン（株） 大垣市 製造業 岐阜労働局長優良賞

平成２６年度 なし

平成２７年度 太平洋工業(株) 大垣市 製造業 岐阜労働局長奨励賞

※平成１９年度より公募制を導入。

ファミリー・フレンドリー企業部門

平成２５年度

岐阜県内の表彰受賞企業一覧

均等推進企業部門

平成１５年度

※平成１５年度より公募制を導入。
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